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地球温暖化対策基本法について 
 
 
1．地球温暖化対策基本法が成立へ 

 

鳩山政権は、温暖化対策の基本方針となる「地球温暖化対策基本法」を 12
日閣議決定し、今国会に提出した。 

 
（図 1）世界平均気温の上昇 

 
（出典）IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第４次評価報告書：2007年 

 
この法律の概要として、目標は①中期目標（2020 年までに 25％削減）は全主

要国が参加する公平かつ実行性ある枠組みなどが合意された時点で設定、②中

期目標設定までは長期目標（50 年までに 80％削減）達成に向け取組、③太陽光

発電など再生可能エネルギーの供給量を全供給量の 10％まで引上、となってい

る。 
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その基本施策として、①国内排出量取引1制度の創設（1 年以内に成案）、②

地球温暖化対策税の実施に向けた検討（11 年度）、③再生可能エネルギーを電

力会社が一定価格で買い取る全量固定価格買取制度の創出、④原子力にかかる

施策は推進、となっている。 
排出量取引制度は、企業の排出量に排出枠（キャップ）を設定し、余った分

を売買（トレード）するという「キャップ・アンド・トレード方式」（図 2 ご

参照）で、全体としての目標達成のコストを極小化する仕組み。 
鳩山政権においては地球温暖化問題に関する閣僚委員会の下に、国内排出量

取引プロジェクト・チームが 2009 年 11 月に設置され「キャップ・アンド・ト

レード方式」による国内排出量取引制度の制度設計について検討を進めていた。 
 
（図 2）キャップ・アンド・トレード方式の排出量取引の仕組み 

 
（出典）環境省ホームページ 

 
今回、排出枠を決める方式は①「総量規制方式」を基本としながら、②「原

単位方式」も併記している。 
 

                                                 
1
一般的に用語として「排出量取引」と「排出権取引」が使用されているが、ここでは同義語
として取扱う。 
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総量規制方式とは、企業が排出する CO2 の絶対量を減らすもの。先行して排

出量取引を導入した EU(欧州連合)はこの方式を採用している。原単位目標は、

生産量あたりの CO2 排出量を顧慮して排出枠を設定する仕組み。生産単位あた

りの排出量を抑制していくなど効率を上げれば、生産量自体の調整の必要はな

くなる。省エネ効率の高い産業構造を有しているわが国産業界の主張を受けて、

経済産業省などが支持している。この点は閣僚内でも意見が分かれており、一

年程度の時間をかけて法整備がなされる模様である。 
また、インフラ面でも、東京証券取引所と東京工業品取引所は「排出量取引

所」の準備会社を 4 月に設立するとし、500 万円ずつの出資とした。排出量取

引所の具体的な開始時期は未定であるとしている。 
 
 

２．試行中の排出量取引の国内統合市場 

 

日本には既に排出量取引制度がある。2005 年から開始している環境省の「自

主参加型国内排出量取引制度」と経済産業省の「国内クレジット制度」があり、

さらにそれを統合した 2008 年 10 月から「国内統合市場」が試行されている。 
 当局による排出量取引の国内統合市場の試行的実施は「CO2 の排出削減には、

CO2 に取引価格をつけ、市場メカニズムを活用し、技術開発や削減努力を誘導

する方法を活用する」との観点に立ち「低炭素社会づくり行動計画」に基づい

て開始した。 
この試行実施には、図 3 にある様に、①「自主参加型国内排出量取引制度」

をベースとした目標達成を行う仕組みである「試行排出量取引スキーム」と、

③自主行動計画に参加していない中小企業が大企業と削減活動をするなどして

創出される「国内クレジット」、および③京都議定書をベースとした「京都ク

レジット」といったクレジットの創出と取引、からなっている。 
基本的にはこの試行されている国内統合市場を発展させていく形で、排出量

取引制度の具体的な姿が検討されることが予想される。 
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（図 3）排出権取引の国内統合市場の試行的実施 

 
（出典）環境省ホームページ 

 

  

３．導入される東京都の排出量取引制度 

 
東京都では、地球温暖化の影響に加え、都市の温暖化（ヒートアイランド現

象）の進行により、環境の危機的な状況が集約的かつ象徴的に現れているとい

うことで 2002 年から「地球温暖化阻止！東京作戦」と銘打ち、政府に先んじる

形で対策を始めている。その一環として、この 4 月から東京都独自の「総量削

減義務」と「排出量取引制度」が導入される。 
対象は都内の大規模なビルや工場で、原油換算で年 1500 キロリットル以上の

エネルギーを消費する建物で、約 1400 カ所が対象となる。 
計画期間として 2010 年から 14 年度までの 5 年間で、オフィスビルならば基

準排出量の 8％、工場ならば 6％減らさなければならない。基準排出量とは、02
年度から 07 年度の連続する 3 年間平均で、事業所が特定の 3 年を選ぶことがで

きる。 
削減義務の履行手段として、「自らでの削減」と、「排出権取引（他社から

の削減枠の取得）」が提示されている。自らの削減では、高効率なエネルギー

消費施設や機器への更新が上げられている。排出量取引で扱われるのは、①超
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過削減量：ほかの対象事業所が義務量を超えて削減した量、②中小クレジッ

ト：都内の中小規模事業所が省エネ対策の実施により削減した量、③都外クレ

ジット：都外の事業所における削減量（一定の制限付）、④再エネクレジット：

グリーン電力証券など再生可能エネルギー、とされているが、まだ検討中の部

分も多い。 
各事業所は定められた削減義務量に達しない場合には、超過した事業所から

購入し、穴埋めをしなければならない。それが排出量取引である。さらに達成

できない事業所は、最大 50 万円の罰金が科され、未達の排出量を都が購入し、

その代金も請求される。自社の取り組みだけでは達成が難しい事業所が多くな

るとみられ、その場合、制度にもよるが、排出量の価格が上昇する可能性もあ

る。 
また首都圏の 1 都 3 県と 4 政令指定都市では「首都圏広域連合（仮称）」を

設置し共同で検討を進める方針だ。同様の制度は、埼玉県でも 2011 年 4 月から

導入される見込みである。これ以降、首都圏全体に拡大していく。 
図 4 は諸外国の排出量取引の検討・実施状況であるが、世界の中でも排出量

取引の導入が始まっている。 
 

（図 4）諸外国の排出量取引に関する検討・実施状況 

 
（出典）環境省ホームページ 
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｢東京都排出量取引｣の導入は、排出量取引の実効性を見極める重要な位置付

けになると思われる。 
 
 

（H22.3.15 宿輪純一 junichi_shukuwa@mufg.jp ） 
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